
長野市独自
「ながの子育て世帯臨時特別給付金」

（18歳給付金）について

子育て家庭福祉課 18歳給付金担当

窓 口 ： 第二庁舎６階 会議室261
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令和5年11月22日

記者会見資料 子育て家庭福祉課



概要について

●物価高騰等の影響に直面している中、社会の宝である子どもたちの健やかな

成長を支援するため、子育て世帯に対して、18歳以下の子ども１人当たりに

１万円の給付金を支給するもの

●給付額 １万円（１回限り） ※所得制限はありません

●予算額 598,698千円

・事業費（給付金） 581,000千円
・事務費 17,698千円

●財源

約２分の１ （300,000千円）に
地方創生臨時交付金を充当
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対象児童数
見込み

申請・
支給時期

①児童手当受給世帯（0-15歳）
※長野市からの受給世帯に限る

約37,000人
（約22,600世帯）

申請不要
（11月29日
に支給）

②高校生相当年齢（16-18歳）養育世帯
公務員世帯等

約21,100人
（約14,400世帯）

要申請
（申請後、
12月以降
随時支給）③令和5年10月-6年3月 出生・転入世帯

対象及び申請について

対象：18歳以下の児童で、本市に住所を有する者（基準日：令和5年10月1日）

（平成17年4月2日～令和6年3月31日生まれ）
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プッシュ型支給

申請書を送付（対象児童ごとに申請）

申請書を送付または窓口で配布



スケジュールについて

令和５年度・令和６年度

対象 / 月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

①児童手当受給
世帯（申請不要）

②高校生相当年齢
（16-18歳）養育世帯

公務員世帯等
（申請必要）

③令和5年10月−6年
3月出生・転入世帯

（申請必要）

通知（11月8日）

通知（11月24日）→ 申請 締切（２月29日）

支給（12月中旬～ 月２回支給）

申請書を送付または窓口で配布→ 申請 締切（２月29日）

支給（12月中旬～ 月２回支給）

出生・転入
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支給（11月29日）
③ ：10月～12月に出生・転入の児童

：１月～３月に出生・転入の児童

出生・転入

締切（５月31日）

支給（２月中旬～ 月２回支給）


